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★合計所得金額とは、損益通算（※）後の各所得金額の合計額をいいます。以下の（ア）～（ウ）の金額で計算します。
（ア）申告分離課税所得は、特別控除前の所得金額　（イ）総合長期譲渡所得と一時所得は、合計額の２分の１の金額
（ウ）損失の繰越控除適用前の金額
※営業等・不動産・譲渡・山林の各所得金額の計算上生じた損失を一定の順序により他の所得金額から控除すること。

☆総所得金額等とは、損益通算後の各所得金額に損失の繰越控除を適用した金額の合計額をいいます。
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表１　給与所得の計算式

表５　地震保険料控除の計算式

表７　配偶者特別控除

表８　寡婦控除・ひとり親控除の判定要件

表３　平成24年１月１日以降に締結した保険契約等
（「新契約」）に係る生命保険料控除の計算式

※下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
　①給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
　　ア 本人が特別障害者に該当する。　イ 年齢23未満の扶養親族がいる。ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる。
　　所得金額調整控除＝（給与等の収入金額（1,000万円を超える場合は1,000万円）－850万円）×10％
　②給与所得及び公的年金所得があり、その合計が10万円を超える場合
　　所得金額調整控除＝（給与所得（10万円を超える場合は10万円）＋公的年金所得（10万円を超える場合は10万円））－10万円
　※①の控除がある場合は、①の控除後の金額から控除します。

※（Ａ）は、給与収入の合計額を「４」で割り、1,000円未満の端数を切り
捨てて算出した金額

※（Ｂ）は、公的年金等の収入の合計額
　①表２は公的年金等雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
　②公的年金等雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万1円～ 2,000万円の場合は、公的年金等雑所得の金額に10万円を加算
　③公的年金等雑所得以外に係る合計所得金額が2,000万1円以上の場合は、公的年金等雑所得の金額に20万円を加算

※「新契約」（一般分、個人年金分、介護医療分）に加入している場合は、表３で計算した控除額（合計適用限度額70,000円）
※「旧契約」（一般分、個人年金分）に加入している場合は、表４で計算した控除額の合計額（合計適用限度額70,000円）
※一般分・個人年金分それぞれの種類において「新契約」と「旧契約」の両方に加入している場合は、次の①②③で計算した控除額で一番大きい控除額
　①　「新契約」［表３で計算した控除額］　　②　「旧契約」［表４で計算した控除額］　　③　①と②の合計額（適用限度額28,000円）

※地震保険料、旧長期損害保険料の両方がある方は、上表により個別に計算し、その合計額を控除額とします（限度額25,000円）。

＊子の前年の総所得金額等が48万円以下である場合（他の納税者の扶養親族・同一生計配偶者で

ある子は除きます。）

共通要件：前年の合計所得が500万円以下で、婚姻または事実婚をしていないこと。

給与等の収入金額の合計額

種類

種類

一般分

個人年金分

介護医療分

控除額

控除額

納税者性別 婚姻歴 扶養・生計要件

女性

死別又は生死不明

離別・死別又は生死不明

離別

未婚

扶養親族（子以外）あり

生計を一にする子あり＊

なし

女性

男性

寡婦

判定 控除額

26万円

ひとり親 30万円

表９　基礎控除

合計所得金額 控除額

43万円

支払保険料

地震保険料

支払った保険料の合計額

12,000円以下

50,000円以下 （支払額）÷２

P.８へ続く

表６　配偶者控除・扶養控除

50,001円以上 25,000円

種類 控除額支払保険料

旧長期損害保険料
15,001円以上 10,000円

5,000円以下 支払額全額
5,001円～15,000円（支払額）÷２＋2,500円

支払った保険料全額

12,001円～32,000円 （支払額）÷２＋ 6,000円

32,001円～56,000円 （支払額）÷４＋14,000円

56,001円以上 28,000円

表４　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
（「旧契約」）に係る生命保険料控除の計算式

種類

一般分

個人年金分

控除額支払った保険料の合計額

15,000円以下 支払った保険料全額

15,001円～40,000円 （支払額）÷２＋ 7,500円

40,001円～70,000円 （支払額）÷４＋17,500円

70,001円以上 35,000円

1,624,000円 ～ 1,627,999円
1,622,000円 ～ 1,623,999円
1,620,000円 ～ 1,621,999円
1,619,000円 ～ 1,619,999円

551,000円 ～ 1,618,999円
1円 ～ 550,999円 0円

収入金額－55万円
1,069,000円
1,070,000円
1,072,000円
1,074,000円

給与所得の金額 給与等の収入金額の合計額

 8,500,000円 ～
6,600,000円 ～ 8,499,999円
3,600,000円 ～ 6,599,999円
1,800,000円 ～ 3,599,999円
1,628,000円 ～ 1,799,999円 （Ａ）×４×60％＋ 10万円

（Ａ）×４×70％－  8万円
（Ａ）×４×80％－ 44万円
収入金額×90％－110万円
収入金額－195万円

給与所得の金額

①特別区民税・都民税申告書

②本人確認及び個人番号確認に必要な書類 ※郵送の場合、コピー可

【個人番号確認】次のいずれか１点（個人番号カード、個人番号記載の住民票の写し、通知カード）

【本人確認】１点で確認可能なもの（個人番号カード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、旅券、障害者手帳、

　　　　　　　　　　　　　　　　 在留カードなど）

　　　　　 ２点で確認可能なもの（学生証、公共料金領収証、戸籍謄本、氏名等印字済の申告書、社員証など）

　　　　　 ３点で確認可能なもの（通帳、キャッシュカード、クレジットカード、シルバーパスなど）

③収入に関する書類　※源泉徴収票や支払調書など

④控除に関する書類　※証明書や認定書など。詳しくはP.4をご確認ください。収入のなかった方は必要ありません。

〔添付書類について〕

必ず「添付書類台紙」（緑色）に貼って提出してください。

※医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」（「添付書類台紙」裏面）又は「医療費通知」を添付してくださ

い。令和３年度より医療費の領収書では医療費控除は適用できないため、領収書は添付不要です。「医療費控除の

明細書」に係る領収書は、後日提示をお願いする場合がありますので５年間保管してください。「医療費通知」と

は、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の項目が記載されたものをいいます。

①被保険者等の氏名　②医療を受けた年月　③医療を受けた者　④医療を受けた病院・薬局などの名称

⑤支払った医療費の額　⑥保険者等の名前

住民税の申告に必要なもの

　添付書類と一緒に、同封の返信用封筒で区役所課税課までご郵送ください（電子申告には対応しておりません）。
申告書の提出は、最寄りの各総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター（※）でも受け付けています。課税
課以外の窓口での受付は、令和６年３月15日（金）までです。なお、ご相談がある場合は、課税課（下記「問い合わ
せ先」）までご連絡ください。
※以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所または、くみん窓口へご提出ください。
　太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山

例年、申告時期は窓口が大変混み合います。ご質問等がある場合は電話をご利用いただき、郵送で

ご提出ください。なお、窓口にお越しいただく場合は、令和６年２月15日から３月15日までに限

り、窓口予約をご利用いただけます。詳細は、世田谷区ホームページをご覧ください。

住民税の申告書の提出方法

世田谷区役所 課税課　〒154-8554 世田谷区世田谷4-21-27

問 い 合 わ せ 先

税務署

所在地

電話番号

管轄地域

池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、
駒沢1～2丁目、桜、桜丘、三軒茶屋、
下馬、成城、世田谷、祖師谷、太子堂、
弦巻、野沢、三宿、若林

世田谷税務署
〒154-8523 世田谷区若林4-22-13

世田谷合同庁舎　3階･4階
TEL 03（6758）6900

北沢税務署
〒156-8555 世田谷区松原6-13-10

TEL 03（3322）3271

玉川税務署
〒158-8601 世田谷区玉川2-1-7

TEL 03（3700）4131

赤 堤、梅 丘、大 原、粕 谷、上 北 沢、
北烏山、北沢、給田、経堂、豪徳寺、
桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、
羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂

宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、
鎌 田 、 上 野 毛 、 上 用 賀 、 砧 公 園 、
駒沢3 ～ 5丁目、駒沢公園、桜新町、
新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、
玉堤、等々力、中町、野毛、東玉川、
深沢、用賀

担 当 係

電 話 番 号

課税第１係

TEL 03（5432）2169

課税第２係

TEL 03（5432）2174

世田谷区役所　課税課　FAX 03（5432）3037

課税第３係

TEL 03（5432）2184

お住まいの

地 域

赤堤、池尻（４丁目33～39番）、宇奈根、

梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、

喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、

成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、

羽根木、船橋、松原

池 尻（１ ～ ３ 丁 目、４ 丁 目 １ ～ 32番）、

上 馬、経 堂、駒 沢（１ ～ ２ 丁 目）、桜、

桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、

弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、

上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢（３～５丁目）、駒沢公園、桜新町、

新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、

玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、

東玉川、深沢、南烏山、用賀

●所得税の確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。
《国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp》

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書の作成・
e-Taxによる送信ができます。また、確定申告に関する質問は、AIチャットボットの『ふたば』にご相談ください。

●申告書作成会場のご案内
・会　　場：ベルサール渋谷ファースト
・所 在 地：渋谷区東１－２－20 住友不動産渋谷ファーストタワー２階　※会場に駐車場及び駐輪場はありません。
・開設期間：令和６年２月16日（金）～３月15日（金）　※土、日及び祝日を除く。ただし、２月25日（日）は開場
・時　　間：受付は午前８時30分～午後４時（相談開始は午前９時15分）
※混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　入場整理券の配付方法については、国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告について

税率

所得の種類により異なります。詳しくは課税課へお問い合わせください。（問い合わせ先はＰ．６をご覧ください）

◎総合課税分　特別区民税→６％　　　　 都民税→４％

◎分離課税分　特別区民税→2.4％～5.4％　都民税→1.6％～3.6％

１　給与からの差引きの場合（特別徴収）
5月17日頃、勤務先を通じて、「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」をお送りします。

２　個人で納付する場合（普通徴収）、公的年金からの差引きの場合
6月10日頃、「特別区民税・都民税　税額決定・納税通知書」をお送りします。
・配当割額又は株式等譲渡所得割額が還付になる場合には、別途、還付のお知らせをお送りします。
・普通徴収で非課税の場合、通知は送付されません。

　※併用徴収
給与所得者で給与所得以外の所得（年金所得は除く）がある場合は、年間の税額を「特別徴収」と「普通徴収」の

二通りの方法で納税していただく場合があります。

１　国外居住親族に係る扶養控除の見直し
２　上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
３　森林環境税の創設

　森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
１人年額1,000円を個人住民税均等割（上記 ５ 均等割額）と併せて徴収します。

※詳しくは世田谷区ホームページをご覧ください。

税額控除には以下の種類があり、特別区民税・都民税の所得割額が発生した場合に差し引かれます。

詳しくは課税課へお問い合わせください。（問い合わせ先はP.6をご覧ください）

①調整控除　　　　　②配当控除　　　　③住宅借入金等特別税額控除

④寄附金税額控除　　⑤外国税額控除　　⑥配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除

税額・納税通知について

令和６年度　住民税の主な改正点

令和６年度　特別区民税・都民税申告の手引き

　特別区民税・都民税（以下、住民税）は、その年の１月１日現在に住所があった区市町村で、前年

中（１月１日から12月31日まで）の所得に基づいて課税される税金です。この申告書は、前年に提

出された方等にお送りしています。

申告書の提出期限は です令和6年3月15日（金）
※この申告書が届き次第、ご提出いただけます。

住民税申告書提出の要否判定

令和６年１月１日現在、世田谷区に居住して

いましたか。

世田谷区への住民税の申告は必要ありません。
※令和６年１月１日に居住していた区市町村にお問い合わせください。
　ただし、世田谷区に住民登録があり、国外や他区市町村に実際にお

住まいの方は、申告書裏面「14 令和６年１月１日現在、世田谷区
に住民登録しているが、実際は他の住所にお住まいであった方の記
載欄」に記入して世田谷区にご提出ください。

※世田谷区内に居住していなくても、世田谷区内に事務所・事業所又
は家屋敷がある方は申告書裏面「12 令和６年１月１日現在の住所
が世田谷区外にあり、世田谷区内に事務所・事業所又は家屋敷のあ
る方の記載欄」を記入してご提出ください。

住民税の申告は必要ありません。
　ただし、以下⑴～⑷に該当する場合は、住民税の申告が必要
です。
⇒P.2「2 収入のなかった方欄」（表面）・「5 収入のなかった

方の記載欄」（裏面）を参考に記入してください。
⑴　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金

に加入している方
⑵　各種児童関連手当等を受給している方
⑶　教育（例：就学援助）・高齢福祉（例：電話料金の助成）・

障害福祉（例：補装具費の支給）・保育等のサービスを受け
ている方
⑷　課税（非課税）証明書が必要な方
　（例：住宅関連・奨学金・シルバーパス・合計所得金額が

1,000万円を超える納税者の同一生計配偶者）
　※同一生計配偶者についてはP.4参照

住民税の申告が必要です。
この手引きを参考に、令和5年中の収入や控除について記入し

てご提出ください。

⇒P.2 ～ P.4参照

住民税の申告は必要ありません。
令和６年度より、上場株式等に係る配当・譲渡所得について、確定申
告と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

税務署に令和５年分の所得税の確定申告書

（還付申告を含む）を提出しましたか（する

予定はありますか）。

⇒P.6「確定申告について」参照

令和５年１月１日から12月31日までの間に

収入はありましたか。

※遺族年金、障害年金、福祉年金等、非課税収

入のみの場合は、「いいえ」に進んでください。

公的年金等もしくは給与の源泉徴収票に記

載されている控除（社会保険料・生命保険料・

障害者・配偶者・扶養控除）の変更や医療費

控除等の申告をしますか。

「公的年金等収入」「給与収入」以外の収入

はありましたか。

勤務先から世田谷区に令和５年分の給
与支払報告書の提出がありますか。
※勤務先への確認をお願いします。

公的年金等収入のみですか。

住民税の申告は必要ありません。
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　上記判定により申告の必要な方は、次ページ以降をご確認のうえ、特別区民税・都民税申告書を

ご提出ください。なお、「申告に必要なもの」や「申告書の提出方法」については、P.6をご覧ください。

特別区民税・都民税計算の流れ

3

税額控除に関する資料4

・前年中に一定以上の所得がある場合、特別区民税3,000円、都民税1,000円が課税されます。

・世田谷区内に住所がない方でも、区内に事業所又は家屋敷がある場合は課税されます。

均等割額（4,000円）5

所得計算に関する資料（P.２「１ 収入金額・必要経費」欄 参照）1

表２　公的年金等雑所得の計算式

受給者が65歳以上（昭和34年１月１日以前に生まれた方）

公的年金等雑所得の金額公的年金等の収入の合計額（Ｂ）

1円 ～ 1,100,000円

（Ｂ）×85％－ 685,000円

（Ｂ）×75％－ 275,000円

（Ｂ）　　　－1,100,000円

0円

1,100,001円 ～ 3,299,999円

3,300,000円 ～ 4,099,999円

4,100,000円 ～ 7,699,999円

10,000,000円 ～

（Ｂ）×95％－1,455,000円

（Ｂ）　　　－1,955,000円

7,700,000円 ～ 9,999,999円

受給者が65歳未満（昭和34年１月２日以降に生まれた方）

公的年金等雑所得の金額公的年金等の収入の合計額（Ｂ）

1円 ～    600,000円

（Ｂ）×85％－ 685,000円

（Ｂ）×75％－ 275,000円

（Ｂ）　　　－ 600,000円

0円

600,001円 ～ 1,299,999円

1,300,000円 ～ 4,099,999円

4,100,000円 ～ 7,699,999円

10,000,000円 ～

（Ｂ）×95％－1,455,000円

（Ｂ）　　　－1,955,000円

7,700,000円 ～ 9,999,999円

所得控除に関する資料（P.４「３ 所得から差し引かれる金額」欄 参照）2

種類

納税者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の給与収入金額）

【参考】

配偶者の収入が、給与だけの
場合の配偶者の給与収入金額

900万円超
950万円以下

（1,095万円超
1,145万円以下）

950万円超
1,000万円以下

（1,145万円超
1,195万円以下）

900万円以下
（1,095万円以下）

配偶者の合計所得金額

配偶者
特別控除

120万円超125万円以下 1,831,999円超1,903,999円以下8万円 4万円11万円

115万円超120万円以下 1,751,999円超1,831,999円以下11万円 6万円16万円

110万円超115万円以下 1,667,999円超1,751,999円以下14万円 7万円21万円

105万円超110万円以下 1,600,000円超1,667,999円以下18万円 9万円26万円

100万円超105万円以下 1,550,000円超1,600,000円以下21万円31万円

48万円超100万円以下 1,030,000円超1,550,000円以下22万円
11万円

33万円

125万円超130万円以下 1,903,999円超1,971,999円以下4万円 2万円6万円

130万円超133万円以下 1,971,999円超2,015,999円以下

2,400万円以下

29万円2,400万円超2,450万円以下

15万円2,450万円超2,500万円以下

適用なし2,500万円超

2万円 1万円3万円

控除額

１ Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２

３

４

５

６

７

種類

納税者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の給与収入金額）

900万円超950万円以下
（1,095万円超1,145万円以下）

950万円超1,000万円以下
（1,145万円超1,195万円以下）

900万円以下
（1,095万円以下）

区分

控除額

※平成20.1.2以後に生まれた（16歳未満）の方は、扶養控除の対象にはなりません。 ※所得金額調整控除の適用がある場合は、括弧内の各金額に15万円を加算

配偶者控除
一般

老人（生年月日が昭和29.1.1以前生まれの配偶者）

一般（昭29.1.2～平13.1.1生まれ及び平17.1.2～平20.1.1生まれの方）

特定（平13.1.2～平17.1.1生まれの方）

老人（昭29.1.1以前生まれの方）

同居老親（同居している直系尊属で老人扶養の対象になる方）

扶養控除

22万円33万円 11万円

26万円38万円 13万円

33万円

45万円

38万円

45万円

源泉徴収票の内容や所得、控除等を入力すると、ご自身の特別区民税・都民税を試算することができます。また、入力内容
を白紙に印刷すると、特別区民税・都民税の申告書を作成できます。※印刷に使用する用紙はご自身でご用意ください。

税額シミュレーションについて 世田谷区 税額シミュレーション

※所得金額調整控除の適用がある場合は、括弧内の各給与収入金額に15万円を加算

均
等
割
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